
   座間市高齢者虐待防止ネットワーク事業実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、高齢者虐待防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１

７年法律第１２４号）第１６条に基づき、関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備する

ため座間市高齢者虐待防止ネットワーク事業（以下「ネットワーク事業」という。）を実施す

ることに関し必要な事項を定めるものとする。 

 （事業内容） 

第２条 ネットワーク事業の内容は、次に掲げるものとする。 

⑴ 高齢者虐待の防止、早期発見、早期対応及び再発防止の対策に関すること。 

⑵ 高齢者虐待の被害者及び養護者への支援体制等に関すること。 

⑶ 高齢者虐待の実態把握に関すること。 

⑷ その他高齢者虐待の防止に関すること。 

 （座間市高齢者虐待防止ネットワーク事業運営委員会） 

第３条 市長は、ネットワーク事業の推進状況の確認を行い、事業の評価及び見直しを行うた

め、座間市高齢者虐待防止ネットワーク事業運営委員会（以下「運営委員会」という。）を

開催し、意見を求めるものとする。 

 （高齢者虐待防止のネットワークの構築） 

第４条 市長は、別表に掲げるネットワークを構築するものとする。 

（実施細目） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和２年６月１１日から施行する。 

 

別表（第４条関係） 

ネットワーク 機能 構成員 

早期発見・見守

りネットワーク 

地域住民による高齢者虐待の防止、早期

発見及び見守りのネットワーク 

民生委員、地域包括支援セ

ンター等 

保健医療福祉サ

ービス介入ネッ

トワーク 

高齢者や家族が利用している保健医療福

祉サービスを通して、虐待の早期発見や

サービス等に迅速につなげ、継続的に支

援するネットワーク 

養介護施設相談員、訪問介

護事業所、訪問看護事業

所、介護支援専門員、地域

包括支援センター等 

関係専門機関介

入支援ネットワ

ーク 

保健医療福祉サービスによる相談や対応

の範囲を超える場合の協力や専門職との

連携のためのネットワーク 

医療機関、警察、弁護士、

保健所等 

 


